
 

 

 

 

 

 

 

第２期北上市成年後見制度利用促進基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年(令和６年)３月 

 

  



 

 

 

  



 

 

ごあいさつ 

 

成 年 後 見 制 度 は 、認 知 症 や 障 が い 等 で 判 断 能 力 の 不 十

分 な 人 の た め に 財 産 管 理 や 契 約 を 代 わ っ て 行 う 後 見 人

等 を 選 任 す る も の で 、 平 成 12年 度 か ら 始 ま っ て い ま す 。

そ の 後 、現 在 に 至 る ま で の 間 に 、本 市 に お い て も 高 齢 化

率 の 上 昇 、高 齢 者 の み の 世 帯 、障 が い 者 と 高 齢 の 親 世 帯

等 の 増 加 が み ら れ て お り 、成 年 後 見 制 度 の 必 要 性 は 今 後

も よ り 一 層 高 ま る も の と 考 え て お り ま す 。  

本 市 で は 、令 和 ３ 年 ３ 月 に「 第 １ 期 北 上 市 成 年 後 見 制

度 利 用 促 進 基 本 計 画 」を 策 定 し 、地 域 に お い て 権 利 擁 護 支 援 が 必 要 な 人 が 、自 ら の

権 利 を 守 り な が ら 、 生 活 し て い く こ と が で き る よ う 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築

や 中 核 機 関 の 設 置 を 行 い 、 必 要 な 人 に 支 援 が 行 き 届 く よ う 取 り 組 ん で ま い り ま し

た 。  

今 回 策 定 し た 「 第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 」 は 、「 す べ て の 人

が 地 域 の つ な が り の 中 で 、 自 ら の 意 思 で 尊 厳 の あ る 本 人 ら し い 生 活 を 送 る こ と が

で き る ま ち 」の 実 現 を 基 本 理 念 と し 、国 の 第 ２ 期 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 及

び 市 第 １ 期 計 画 の 成 果 を 踏 ま え 、判 断 能 力 が 不 十 分 に な っ た 場 合 で あ っ て も 、自 ら

の 権 利 を 守 り 、 地 域 社 会 に 参 加 で き る 地 域 共 生 社 会 を 実 現 で き る よ う 地 域 連 携 ネ

ッ ト ワ ー ク の 強 化 や 成 年 後 見 制 度 の 適 切 な 利 用 促 進 に 取 り 組 ん で ま い り ま す 。  

こ の 計 画 の 推 進 に 当 た っ て は 、市 と 福 祉・医 療・保 健・司 法 の 関 係 機 関 、そ し て

地 域 住 民 の 皆 様 と で 連 携 を 図 り な が ら 協 働 し て 取 り 組 ん で い く こ と が 重 要 と 考 え

て お り ま す 。 皆 様 の 御 理 解 と 御 協 力 を お 願 い い た し ま す 。  

結 び に 、 計 画 の 策 定 に あ た っ て 御 協 力 い た だ き ま し た 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用

促 進 審 議 会 の 委 員 を は じ め 、関 係 機 関 、市 民 の 皆 様 に 対 し ま し て 心 か ら 御 礼 申 し 上

げ ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

令和６年３月  北上市長 八重樫  浩文 

 

  



 

 

権利擁護？ 成年後見制度？ 何のための制度？ 

 

 

皆さんの家族、地域の問題、自分のコト、として考えてみてください。  

 

 

こ こ に 、 頼 る べ き 身 寄 り に 次 々

と 先 立 た れ た 高 齢 女 性 が い ま す 。

公 務 員 と し て 長 年 働 き 、 年 金 も あ

り 、 介 護 保 険 料 も 収 め て き ま し

た 。 し か し 80代 後 半 に な り 、 判 断

力 に 自 信 が な く な っ て き て 、 消 費

者 被 害 に 遭 っ た 後 は 、 誰 を 信 用 し

て よ い か 不 安 も 大 き く な っ て 介 護

サ ー ビ ス の 利 用 も 拒 否 し 、 閉 じ こ  

も り が ち で 税 金 な ど も 滞 納 し て い ま し た 。 つ い 最 近 は 、 脱 水 状 態 に よ り 救 急 車 で

緊 急 入 院 す る よ う な こ と が あ り ま し た 。 し か し 、 支 払 い や 退 院 先 の 検 討 な ど で 親

族 の 協 力 が 得 ら れ な い こ と も あ り 、 病 院 で も 困 っ て い ま し た 。  

 

 

こ の よ う な 問 題 は 、 民 民 の 契 約 問 題 と さ れ が ち で す が 、 権 利 擁 護 の 必 要 な ケ ー

ス で す 。  

 

 

成 年 後 見 制 度 は 、こ の よ う な 判 断 能 力 が 不 十 分 で 権 利 擁 護 の 必 要 な 方 々 を 、成 年

後 見 人 等 を 選 任 す る こ と に よ っ て 、一 人 の 人 間 と し て そ の 意 思 や 尊 厳 を 尊 重 し 、本

人 の 権 利 行 使 や 権 利 を 守 り 実 現 す る こ と を 支 援 す る 、 権 利 擁 護 の 制 度 で す 。  

 

出 典 ： 厚 生 労 働 省  地 域 に お け る 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 に 向 け た 体 制 整 備 の た め の 手 引 き  
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１ 計画策定の趣旨 

 成 年 後 見 制 度 は 、 認 知 症 や 障 が い な ど で 判 断 能 力 の 不 十 分 な 人 の た め に 財 産 管

理 や 契 約 を 代 わ っ て 行 う 後 見 人 等 を 選 任 す る 制 度 で 、 平 成 11年 の 民 法 の 一 部 改 正

に よ り 、 従 来 の 禁 治 産 制 度 が 見 直 し さ れ 、 平 成 12年 ４ 月 か ら 制 度 が 始 ま っ て い ま

す 。  

 平 成 28年 ５ 月 に 「 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 「 促 進 法 」）

が 施 行 さ れ 、 第 １ 期 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 (以 下 「 国 １ 期 計 画 」 )が 平 成

29年 ３ 月 に 閣 議 決 定 さ れ ま し た 。  

促 進 法 第 14条 第 １ 項 で は 、 市 町 村 は 、 国 の 基 本 計 画 を 勘 案 し 、 当 該 市 町 村 の 区

域 に お け る 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 施 策 に つ い て の 基 本 的 な 計 画 を 定

め る よ う 努 め る も の と さ れ 、 本 市 に お い て も 国 の 基 本 計 画 を 踏 ま え 、 令 和 ３ 年 ３

月 に 第 １ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 （ 以 下 「 市 １ 期 計 画 」） を 策 定

し 、 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 や 中 核 機 関 の 設 置 な ど 、 成 年 後 見 制 度 の 利 用 促

進 に 取 り 組 ん で き ま し た 。  

令 和 ４ 年 ３ 月 に は 第 ２ 期 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 （ 以 下 「 国 ２ 期 計 画 」）

が 策 定 さ れ 、 地 域 共 生 社 会 の 実 現 と い う 目 標 に 向 け 、 意 思 決 定 支 援 な ど に よ る 権

利 行 使 の 支 援 と 権 利 回 復 支 援 を 主 な 手 段 と し 、「 権 利 擁 護 支 援 」 が 地 域 共 生 社 会 を

目 指 す 本 人 を 中 心 に し た 包 括 的 支 援 体 制 に お け る 共 通 基 盤 に 位 置 付 け ら れ ま し

た 。  

本 計 画 は 、 市 １ 期 計 画 お よ び 国 ２ 期 計 画 を 踏 ま え 、 認 知 症 や 障 が い な ど で 判 断

能 力 が 不 十 分 に な っ た 場 合 で あ っ て も 、 自 ら の 権 利 を 守 り な が ら 、 尊 厳 あ る 本 人

ら し い 生 活 を 継 続 し 、 地 域 社 会 に 参 加 で き る 地 域 共 生 社 会 を 実 現 で き る よ う 、 権

利 擁 護 支 援 を 行 う 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 や 成 年 後 見 制 度 の 適 切 な 利 用 促 進

を 目 指 し 、 策 定 す る も の で す 。  

 

図 １ -１  国 ２ 期 計 画 に お け る 基 本 的 な 考 え 方  

 

出典：国２期計画   
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２ 計画の性格  

 本 計 画 は 、国 ２ 期 計 画 と 整 合 性 を 図 り な が ら 、市 の 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に

関 す る 施 策 に つ い て の 基 本 的 な 計 画 を 定 め る も の で す 。  

 ま た 、本 計 画 は 、本 市 の 総 合 的 な 全 体 方 針 を 示 し た「 北 上 市 総 合 計 画 」の 下 位 計

画 と し て 、「 北 上 市 地 域 福 祉 計 画 」「 き た か み い き い き プ ラ ン (北 上 市 高 齢 者 福 祉 計

画 /北 上 市 介 護 保 険 事 業 計 画 )」「 北 上 市 障 が い 者 プ ラ ン 」 な ど 市 の 福 祉 部 門 に お け

る 個 別 計 画 と の 整 合 性 を 図 り な が ら 策 定 し ま す 。  

 

図 １ -２  関 連 計 画 と の 関 係 図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画の期間  

上 位 計 画 で あ る「 北 上 市 地 域 福 祉 計 画 」の 次 期 計 画 期 間 を 勘 案 し 、計 画 期 間 を 令

和 ６ 年 度 か ら 令 和 10年 度 ま で の ５ 年 間 と し て 策 定 し ま す 。  

 図１ -３  計画の策定期間  
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４ 計画の策定体制 

 本 計 画 の 策 定 に あ た っ て は 、 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会 に お い て 協 議

し た ほ か 、市 が 高 齢 者 施 設・障 が い 者 施 設 、専 門 職 団 体 な ど へ の ア ン ケ ー ト 調 査 お

よ び 関 係 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ を 実 施 し ま し た 。  

 

(1) 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会  

 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会 で は 、各 種 (司 法 、福 祉 、医 療 )専 門 団 体 の 方 々

を 委 員 に 委 嘱 し 、 計 画 内 容 に つ い て 協 議 い た だ き ま し た 。  

 

北上市成年後見制度利用促進審議会とは？ 

 

北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会 条 例 に 基 づ い て 、 各 分 野 の 専 門 家 か ら な る 委

員 が 北 上 市 の 成 年 後 見 制 度 利 用 の 促 進 に 向 け て 、 意 見 交 換 を す る 会 議  

 

令 和 ５ 年 度 現 在 の 審 議 会 委 員 は 、  

 

１  岩 手 弁 護 士 会  

２  岩 手 県 司 法 書 士 会  

３  岩 手 県 行 政 書 士 会  

４  岩 手 県 社 会 福 祉 士 会 中 部 ブ ロ ッ ク  

５  岩 手 県 社 会 保 険 労 務 士 会 社 労 士 成 年 後 見 セ ン タ ー 岩 手  

６  社 会 医 療 法 人  花 北 病 院  

７  社 会 福 祉 法 人  北 上 市 社 会 福 祉 協 議 会  

８  北 上 市 自 立 支 援 協 議 会  

９  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  

10 岩 手 県 介 護 支 援 専 門 員 協 会  北 上 地 区 ケ ア マ ネ ジ ャ ー 連 絡 協 議 会  

11 北 上 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  

12 岩 手 県  

13 北 上 市  

 

か ら 推 薦 を 受 け た 13名 と な っ て い ま す 。  
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(2) アンケート調査  

 計 画 策 定 に あ た り 、市 内 の 介 護 保 険 サ ー ビ ス 事 業 所 、障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 所 、

病 院 、専 門 職 団 体 、市 内 社 会 福 祉 法 人 な ど に 対 し て ア ン ケ ー ト 調 査 を 実 施 し 、成 年

後 見 制 度 に 関 す る 課 題 や 問 題 点 な ど の 実 態 把 握 を し ま し た 。  

【事業所向けアンケート調査】  

調 査 期 間  令 和 ５ 年 ８ 月 17日 (木 )～ ９ 月 13日 (水 ) 

調 査 対 象  介 護 保 険 法 又 は 障 害 者 総 合 支 援 法 の 指 定 を 受 け て い る 、 北 上 市 内に

住 所 を 有 す る 事 業 所 お よ び 病 院  

 ① 高 齢 者 施 設 (介 護 保 険 法 )     ： 209事 業 所  

 ② 障 が い 者 施 設 (障 害 者 総 合 支 援 法 ) ：  89事 業 所  

 ③ 病 院       ()       ：   3病 院  

 合 計               ()              ： 301事 業 所  

調 査 方 法  郵 送 に よ る 配 布 ・ ロ ゴ フ ォ ー ム に よ る 回 答  

回 収 票 数  ① 高 齢 者 施 設 (介 護 保 険 法 )    ： 144事 業 所 (回 収 率 68.8％ ) 

② 障 が い 者 施 設 (障 害 者 総 合 支 援 法 )：  65事 業 所 (回 収 率 73.0％ ) 

③ 病 院      ()       ：   2か 所  (回 収 率 66.6％ ) 

合 計       ()       ： 211事 業 所 (回 収 率 70.0％ ) 

【専門職団体向け成年後見人等の受任に関するアンケート】  

調 査 期 間  令 和 ５ 年 ８ 月 10日 (木 )～ ８ 月 31日 (木 ) 

調 査 対 象   専 門 職 後 見 人 を 受 任 し て い る 下 記 専 門 職 に 対 し て  

 ① 市 内 弁 護 士 事 務 所 ： ４ 名  

 ② 市 内 司 法 書 士 事 務 所 ： ２ 名  

 ③ 岩 手 県 社 会 福 祉 士 会 中 部 ブ ロ ッ ク ぱ あ と な あ 会 員 ： 15名  

 ④ コ ス モ ス 成 年 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー 北 上 ・ 花 巻 会 員 ： ３ 名  

 ⑤ 社 労 士 成 年 後 見 セ ン タ ー 北 上 地 区 会 員 ： ２ 名  

 合 計 ： 26名  

調 査 方 法  郵 送 に よ る 配 布 ・ ロ ゴ フ ォ ー ム に よ る 回 答  

回 収 票 数  ① 市 内 弁 護 士 事 務 所 ： １ 名 (回 収 率 25％ )  

② 市 内 司 法 書 士 事 務 所 ： １ 名 (回 収 率 50％ ) 

③ 岩 手 県 社 会 福 祉 士 会 中 部 ブ ロ ッ ク ぱ あ と な あ 会 員：７ 名 (回 収 率  

46.6％ ) 

④ コ ス モ ス 成 年 後 見 サ ポ ー ト セ ン タ ー 北 上・花 巻 会 員：３ 名 (回 収  

率 100％ )  

⑤ 社 労 士 成 年 後 見 セ ン タ ー 北 上 地 区 会 員 ： ２ 名 (回 収 率 100％ )  

合 計 ： 14名  (回 収 率 53.8％ ) 
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【社会福祉法人向け法人後見に関するアンケート】  

調 査 期 間  令 和 ５ 年 ８ 月 17日 (木 )～ ９ 月 13日 (水 ) 

調 査 対 象  社 会 福 祉 法 人 連 絡 会 の う ち 、 北 上 市 に 本 部 が あ り 、 児 童 分 野 以 外の

社 会 福 祉 法 人 11団 体 （ 高 齢 分 野 ７ 団 体 、 障 が い 分 野 ３ 団 体 、 社 会 福

祉 協 議 会 １ 団 体 ）  

調 査 方 法  郵 送 に よ る 配 布 ・ ロ ゴ フ ォ ー ム に よ る 回 答  

回 収 票 数  ① 高 齢 者 分 野 団 体 ： ６ 団 体 (回 収 率 85.7％ ) 

② 障 が い 分 野 団 体 ： ２ 団 体 (回 収 率 66.6％ ) 

③ 社 会 福 祉 協 議 会 ： １ 団 体 (回 収 率 100％ )  

合 計       ： ９ 事 業 所 (回 収 率 81.8％ ) 

【市民後見人養成講座に関するアンケート】  

調 査 期 間  令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 (火 )～ ８ 月 23日 (水 ) 

調 査 対 象   ① 民 生 委 員          ： 207名  

 ② 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 支 援 員 ：   8名  

 ③ ご 近 所 お 助 け サ ポ ー タ ー   ： 110名  

 合 計             ： 325名  

調 査 方 法  郵 送 に よ る 配 布 ・ 回 答  

回 収 票 数  ① 民 生 委 員          ： 186名 (回 収 率 89.8％ )  

② 日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 支 援 員 ：   3名 (回 収 率 37.5％ )  

③ ご 近 所 お 助 け サ ポ ー タ ー   ：  62名 (回 収 率 56.3％ )  

合 計             ： 251名 (回 収 率 77.2％ )  

 

(3) 関係団体へのヒアリング  

 成 年 後 見 制 度 を 実 際 に 利 用 す る 利 用 者 側 の 課 題 や 問 題 点 を 把 握 す る た め 、 障 が

い 者 の 当 事 者 団 体 に 対 し ヒ ア リ ン グ を 実 施 し ま し た 。  

【障がい者団体へのヒアリング】  

調 査 期 間  令 和 ５ 年 ９ 月  

調 査 対 象  北 上 市 手 を つ な ぐ 育 成 会             代 表 者 ２ 名  

北 上 地 区 精 神 障 害 者 家 族 会        代 表 者 １ 名  

NPO法 人 い わ て 高 次 脳 機 能 障 害 友 の 会  代 表 者 １ 名  

調 査 方 法  質 問 内 容 を 事 前 に 送 付 し 、 そ の 後 、 必 要 に 応 じ 電 話 で ヒ ア リ ン グ調

査 を 実 施 し 内 容 を 補 い ま し た 。  
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成年後見制度ってどんな制度ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 北上市の現状と課題 
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１  北上市の人口と高齢化率  

 本 市 の 総 人 口 は 、予 測 で は 減 少 し て い く こ と が 見 込 ま れ て い ま す が 、65歳 以 上 の

老 年 人 口 は 経 年 で 増 加 し 、高 齢 化 率 も 上 昇 し 続 け て お り 、令 和 ５ 年 10月 １ 日 時 点 で

28.3％ と な っ て い ま す 。  

図 2-1 

 

図 2-2 

 

出典：実績は住民票基本台帳の人口実績に基づく。令和７年以降は国立社会保障・人口問題研究所

「日本の地域別将来推計人口」のデータ（令和５年 12月公表）に基づく推計値。各年 10月１日現

在。  
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２  高齢者世帯の状況  

本 市 の 高 齢 単 身 世 帯 と 高 齢 夫 婦 世 帯 は 増 加 傾 向 に あ り 、 令 和 元 年 か ら 令 和 ５ 年

で の 合 計 数 は 約 1.2倍 と な り 、 全 世 帯 に 占 め る 割 合 も 高 ま っ て い ま す 。  

図 2-3 

 

出典：住民票基本台帳  各年９月末日現在の数値  

 

３  判断能力が低下した時に備える意識  

 令 和 ４ 年 度 北 上 市 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 に お い て 、 回 答 が あ っ た

1,973人 の う ち 、66.3％（ 1,308人 ）が「 こ れ か ら 考 え て い き た い が 、今 は ま だ で き

て い な い 」と 回 答 し て お り 、前 回 調 査（ 令 和 ２ 年 度 ）と ほ ぼ 同 じ 割 合 と な っ て い ま

す 。  
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図 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：北上市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査  
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４  認知症の高齢者推移  

国 の 調 査 研 究 に よ る 認 知 症 の 症 状 が あ る 高 齢 者 の 推 計 で は 、 認 知 症 の 症 状 が あ

る 高 齢 者 は 、平 成 24年 で 全 国 に 462万 人 い る と 推 計 さ れ て い ま す 。国 の 推 計 値 を 北

上 市 に 当 て は め た 場 合 、平 成 24年 で 、高 齢 者 (21,623人 )の う ち 、認 知 症 の 症 状 が あ

る 人 は 3,243人 と 推 定 さ れ 、 経 年 で 増 加 し 続 け て い く こ と が 見 込 ま れ ま す 。  

図 2-5 認知症の症状がある高齢者の推計 (全国 ) ＊ 65歳以上の人口に対する認知症  

年  平成 24年  

(2012) 

平成 27年  

(2015) 

令和２年  

(2020) 

令和７年  

(2025) 

令和 12年  
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(2040) 

令和 32年

(2050) 

令和 42年  

(2060) 

各年齢の認知症
有病率が一定の

場合の将来推計
人数 /(率 ) 462万人

15.0％  

517万人

15.2％  

602万人  

16.7％  
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18.5％  
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20.2％  
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各年齢の認知症
有病率が上昇す
る場合の将来推
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525万人  

15.5％  

631万人  

17.5％  

730万人  

20.0％  
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22.5％  
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33.3％  

出典：「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26年度厚生労働科学

研究費補助金特別研究事業・九州大学二宮教授）による  

 

図 2-6各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計人数 /(率 )で推計した場合  

 

出典：  

① 65歳以上の高齢者数  

平成 24年から令和２年までは住民票基本台帳の人口実績に基づく。令和７年以降は「国立社会保

障・人口問題研究所」のデータ（令和５年 12月公表）に基づく推計値  

②認知症高齢者数  

図 2-5で各年齢の認知症有病率が上昇する場合の将来推計人数 /(率 )を図 2-6の 65歳以上の高齢者

数に乗じた数  
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５  知的・精神障がい者の推移  

知 的 障 が い 者 ・ 精 神 障 が い 者 の 手 帳 を 持 っ て い る 人 は 平 成 26年 に 比 べ 増 加 し て

お り 、特 に 精 神 障 が い 者 手 帳 を 持 っ て い る 人 の 数 は 、令 和 ３ 年 度 は 平 成 26年 度 比 で

約 1.7倍 に 増 加 し て い ま す 。

図 2-7 

 

出典：「北上市障がい者プラン (2015-2020)」 後期計画  各年度数値、令和３年は中部保健所公表

値より  
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６  相談受付件数の推移  

市 窓 口 (長 寿 介 護 課 、障 が い 福 祉 課 )、地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 、相 談 支 援 事 業 所 が

受 け 付 け た 各 種 相 談 件 数 は 経 年 で 増 加 し て お り 、 権 利 擁 護 に 関 す る 相 談 は 令 和 ４

年 度 は 、 平 成 28年 度 比 で 高 齢 者 は 約 6.6倍 、 障 が い 者 は 約 1.5倍 に な っ て い ま す 。  

図 2-8 相談件数の推移  

 

高齢者  

(長寿介護課+包括支援センター)  

障がい者  

(障がい福祉課+相談支援事業所)  

総合相談  総合相談  

 
権利擁護   

 
権利擁護   

 虐待   虐待  

平成28年度   3,843   220 109(14) 6,183 45 (３ ) 

29年度   5,202   523 125(13) 6,897 47 (２ ) 

30年度   5,660   500 157(24) 6,330 89 (５ ) 

令和元年度   6,561   310  57(４ ) 7,053 68 (１ ) 

２年度   9,270   764 174(14) 7,468 94 (０ ) 

３年度  12,926 1,238 309(11) 5,741 42 (０ ) 

４年度  14,157 1,450 579(20) 5,495 68 (０ ) 

※令和３年度以降の高齢者総合相談権利擁護には、北上市権利擁護支援センターにおいて受けた

障がい者相談も含む。  

出典：  

高齢者  ：市相談受付件数集計および各地域包括支援センターの相談実績より集計  

障がい者：各年度の福祉行政報告例  委託先①萩の江  ②さくら  ③自立生活支援センター北上  

④サポートにじ  

注：虐待件数における、カッコ ()内は「高齢者虐待防止法に基づく対応状況などに関する調査」に

おける実人数および 65歳未満 (２号被保険者 )の虐待被害者の実人数  

図 2-9 相談受付件数の推移  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７  成年後見制度の認知度について  
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７  成年後見制度の認知度  

令 和 ３ 年 度 か ら 実 施 し て い る 事 業 所 向 け ア ン ケ ー ト に お い て 、「 事 業 所 を 利 用 し

て い る 利 用 者 、 職 員 に 成 年 後 見 制 度 が 知 ら れ て い る と 思 う か 」 を 調 査 し て お り 、

令 和 ４ 年 度 は 、 知 ら れ て い る 割 合 が 令 和 元 年 度 比 で 21ポ イ ン ト 増 加 し て い ま す 。

し か し 、 成 年 後 見 制 度 の 必 要 性 が 高 い と 思 わ れ る 利 用 者 と 接 す る 機 会 が 多 い 事 業

所 に お い て も 、 い ま だ 41％ の 人 に 知 ら れ て い な い た め 、 継 続 し た 成 年 後 見 制 度 の

普 及 啓 発 が 必 要 で す 。  

図 2-10 

 

出典：北上市権利擁護支援センターで実施しているサービス事業所など向けアンケート結果  

   令和元年度は市１期計画策定時のニーズ調査において実施  
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８  成年後見制度の利用者数  

成 年 後 見 制 度 の 利 用 者 数 は 、令 和 ４ 年 で 全 国 で は 人 口 比 0.20％ (約 24万 人 )の 利 用

者 が い ま す 。 北 上 市 で は 北 上 市 民 92,078人 の 0.11％ (103人 )が 成 年 後 見 制 度 を 利 用

し て い ま す 。  

図 2-11 

市区町村名  総人口  成年後見制度利用者  人口比  

全  国  124,770,000人   245,087人  0.20% 

岩手県  1,176,355人   2,166人   0.18% 

北上市  92,078人   103人   0.11% 

盛岡市  282,615人  522人   0.18% 

花巻市  92,377人   225人  0.24% 

奥州市  111,632人  144人  0.13% 

出典：  

①岩手県人口：岩手県毎月人口推計速報 (岩手県の人口と世帯 ) 令和５年１月１日現在  

②全国の総人口：総務省統計局 (人口推計  令和５年１月月報 ) 令和５年１月１日現在  概算値  

③全国の成年後見制度利用者数：最高裁判所事務総局家庭局  成年後見関係事件の概況 (令和４年

12月末日 ) 12月末時点数値 (成年後見、保佐、補助、任意後見を含む ) 

④各市町村の成年後見制度利用者数：盛岡家庭裁判所における市町村別成年後見制度の利用者数

（ (成年後見、保佐、補助、任意後見を含む )） (令和４年 12月末日 ) 

※人口比は小数点第３位を四捨五入  

図 2-12 北上市の成年後見制度市長申立て件数  

担当課  年度  件数  対象者男女数  

長寿介護課  

平成 29年度  ３  女性１人、男性２人  

平成 30年度  ３  女性２人、男性１人  

令和元年度  ４  女性２人、男性２人  

令和２年度  15 女性６人、男性９人  

令和３年度  ３  女性２人、男性１人  

令和４年度  ３  女性３人  

障がい福祉課  令和元年度  １  男性１人  

計  32 女性 16人、男性 16人  

※令和３年度から市長申立ての担当課を長寿介護課（北上市権利擁護支援センター）へ統一  
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９  日常生活自立支援事業の利用者数  

図 2-13 北上市社会福祉協議会における日常生活自立支援事業の実施状況 (各年度

３月末現在 ) 

 北上市  西和賀町  合計  

平成 30年度  41人  19人  60人  

令和元年度  41人  19人  60人  

令和２年度  45人  17人  62人  

令和３年度  46人  20人  66人  

令和４年度  41人  18人  60人  

※日常生活自立支援事業は社会福祉協議会が実施している判断能力に不安がある利用者との契約

に基づいて金銭を管理する事業  
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10 市１期計画の振り返りと課題  

目標１  広報の推進  

【成果指標】  

 

 

 

 

 

【主な取り組み】  

・本 人 を 含 め た 地 域 の 住 民 な ど 、支 援 に 関 わ る 関 係 者 、専 門 職 な ど が 権 利 擁 護 の 必  

要 性 に 関 す る 情 報 や 、成 年 後 見 制 度 に つ い て 理 解 を 深 め て い く た め に 、市 民 向 け  

講 演 会 や 出 前 講 座 に お い て 周 知 啓 発 を し ま し た 。  

・成 年 後 見 制 度 を 必 要 と す る 本 人 に 対 し て 、身 近 な 支 援 者 が 繰 り 返 し 制 度 の メ リ ッ  

ト・デ メ リ ッ ト を 含 め 説 明 し や す い よ う 、成 年 後 見 制 度 ガ イ ド ブ ッ ク を 作 成 し ま

し た 。  

・地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し 、北 上 市 在 宅 医 療 介 護 連 携 支 援 セ ン タ ー と 協 働 で  

医 師 を 含 め た 医 療 従 事 者 向 け に 権 利 擁 護 研 修 を 行 い 、 身 寄 り が な い 人 の 支 援 を  

通 じ て 、各 制 度 の 狭 間 や 限 界 を 踏 ま え 、権 利 擁 護 支 援 や 意 思 決 定 支 援 の 理 解 に つ  

い て 促 進 を 図 り ま し た 。  

 

【成果】  

 令 和 元 年 度 に お い て 、 サ ー ビ ス 事 業 所 な ど に お け る 成 年 後 見 制 度 の 認 知 度 は

38％ で し た が 、 令 和 ４ 年 度 で は 59％ ま で 上 昇 し て お り 、 認 知 度 は 着 実 に 向 上 し て

い ま す 。  

 

【課題】  

 引 き 続 き 成 年 後 見 制 度 を 知 ら な い サ ー ビ ス 事 業 所 な ど に 対 し て 周 知 が 必 要 で す 。

北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー（ 中 核 機 関 ）に つ い て は 、市 民 の 認 知 度 が ま だ 低 い た

め 、 併 せ て 周 知 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

 

目標２  相談機能の充実  

【成果指標】  ※令和５年度の実績値は、令和６年３月末の推計値  

 

 

 

 

【主な取り組み】  

 権 利 擁 護 支 援 の 地 域 連 携 の 仕 組 み と し て 従 来 の 保 健・医 療・福 祉 の 連 携（ 医 療・

福 祉 に つ な が る 仕 組 み ）に 、新 た に 司 法 も 含 め た 連 携 の 仕 組 み で あ る 地 域 連 携 ネ ッ

ト ワ ー ク を 構 築 し ま し た 。 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の コ ー デ ィ ネ ー ト を 担 う 北 上 市
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権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー を 設 置 し 、 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 を 開 催 し て 連 携 の 強

化 を 図 り ま し た 。  

  

【成果】  

 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し た こ と で 、 日 常 的 な 支 援 に お い て 司 法 専 門 職 と

連 携 し た り 、地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク 会 議 で の 地 域 課 題 の 検 討 を 行 う な ど 、新 た な 連

携 を 図 る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。  

 連 携 が 促 進 さ れ た こ と で 権 利 擁 護 に 関 す る 相 談 件 数 の 増 加 に 繋 が っ た ほ か 、 高

齢 者 虐 待 に つ い て 司 法 職 へ 相 談 し な が ら 対 応 す る こ と が で き ま し た 。  

 

【課題】  

権 利 擁 護 相 談 の 内 容 が 複 雑 化 し て お り 、 １ つ の 相 談 機 関 の み で 対 応 す る こ と が

困 難 に な っ て い る こ と か ら 、 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 強 化 と 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー

ク を 活 用 し た 支 援 の 仕 組 み の 構 築 が 必 要 で す 。  

 

 

目標３  成年後見制度利用の促進  

【成果指標】  

 

 

 

 

【主な取り組み】  

北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 に お い て 、 令 和 ３ 年 度 ま で は 市 長 申 立 て 案 件

の み 後 見 人 等 報 酬 の 助 成 対 象 と し て い ま し た が 、令 和 ４ 年 度 か ら は 、低 所 得 者 で あ

っ て も 成 年 後 見 制 度 の 利 用 が で き る よ う 、本 人 、親 族 申 立 て ま で 助 成 対 象 者 を 拡 大

し ま し た 。  

成 年 後 見 制 度 を 必 要 と す る 本 人 の 課 題 に 応 じ て 、 最 も ふ さ わ し い 後 見 人 候 補 者

を 検 討 し 家 庭 裁 判 所 へ 推 薦 で き る よ う 、 受 任 者 調 整 会 議 を 開 催 し ま し た 。  

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業 を 利 用 し て い る 方 で 、 成 年 後 見 制 度 が 必 要 と な っ た 場 合 、

ス ム ー ズ に 移 行 が で き る よ う 移 行 支 援 検 討 会 議 を 開 催 し 、 申 立 て の 方 法 な ど を 検

討 し ま し た 。  

 

【成果】  

成 年 後 見 制 度 利 用 支 援 事 業 の 対 象 者 を 拡 大 し た こ と で 、 こ れ か ら 申 立 て を 行 う

方 が 利 用 し や す く な っ た だ け で な く 、 こ れ ま で 無 報 酬 で 対 応 し て い た 専 門 職 後 見

人 に 対 し て も 報 酬 を 支 払 う こ と が 可 能 に な り ま し た 。  

受 任 者 調 整 を 行 う こ と で 、申 立 て を 行 い 、裁 判 所 か ら 審 判 を 受 け る ま で が ス ム ー

ズ に な り ま し た 。  
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【課題】  

成 年 後 見 制 度 の 利 用 を 促 進 す る に あ た り 、 専 門 職 後 見 人 が 受 任 で き る 件 数 に は

限 り が あ る こ と か ら 、 専 門 職 と い う 人 的 資 源 を 有 効 活 用 し て い く こ と が 必 要 で す 。 

ま た 、 新 た な 権 利 擁 護 の 担 い 手 を 確 保 し て い く こ と が 大 切 と な り ま す 。  

 

 

目標４  後見人支援体制の構築  

【成果指標】  

 

 

 

 

 

【主な取り組み】  

成 年 後 見 人 等 が 選 任 さ れ た 際 に 、ス ム ー ズ に 権 利 擁 護 支 援 を 実 施 で き る よ う 、本

人 、成 年 後 見 人 等 、支 援 者 、親 族 な ど を 含 め た 権 利 擁 護 支 援 チ ー ム を 構 築 す る た め 、

ケ ア 会 議 を 開 催 し ま し た 。  

 

【成果】  

後 見 人 等 か ら 相 談 を 受 け 、 中 核 機 関 が 調 整 役 と な り 後 見 人 等 の 交 代 を す る こ と

が で き ま し た 。  

 

【課題】  

専 門 職 後 見 人 か ら の 相 談 件 数 と 比 べ て 、 親 族 後 見 人 か ら の 相 談 件 数 が 少 な い こ

と か ら 、北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー の 周 知 を 行 い な が ら 、後 見 人 等 が 相 談 す る メ

リ ッ ト を 感 じ ら れ る よ う 、 バ ッ ク ア ッ プ 体 制 の 構 築 が 必 要 で す 。  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 計画の基本理念および推進体制 
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１ 計画の基本理念 

 国 ２ 期 計 画 に お い て 、 地 域 共 生 社 会 の 実 現 と い う 目 的 に 向 け 権 利 擁 護 支 援 の 地

域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 充 実 を 図 る こ と と さ れ て い ま す 。   

 本 計 画 で は 、地 域 共 生 社 会 を 実 現 す る た め 、市 １ 期 計 画 で 構 築 し た 地 域 連 携 ネ ッ

ト ワ ー ク の 強 化 に 向 け 、 以 下 の と お り 理 念 を 定 め 、 計 画 を 策 定 し ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

２ 第２期計画の推進体制  

 本 計 画 に お い て 、市 １ 期 計 画 の 推 進 体 制 を 引 き 継 ぎ 、構 築 し た 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ

ー ク 全 体 で 取 り 組 み を 進 め て い き ま す 。  

 

３ 第２期計画における目標と取り組み 

目標１  成年後見制度を含む権利擁護支援の周知啓発  

成 年 後 見 制 度 を 含 む 権 利 擁 護 支 援 に つ い て 、 必 要 な 人 が 相 談 機 関 に つ な が る こ

と が で き る よ う 、市 民 、支 援 者 に 対 し て 成 年 後 見 制 度 お よ び 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ

ン タ ー の 周 知 啓 発 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、成 年 後 見 制 度 は あ く ま で も 権 利 擁 護 支 援 の １ つ の 手 段 で あ る た め 、権 利 擁

護 支 援 が 必 要 に な っ た 時 に 備 え 、本 人 の 生 き 方 と 意 思 を 尊 重 し 、さ ま ざ ま な 選 択 を

行 え る よ う 、 心 づ も り の 視 点 を 踏 ま え た 権 利 擁 護 支 援 を 周 知 し ま す 。  

 

目標２  権利擁護支援機能の充実  

 市 １ 期 計 画 期 間 中 に お い て 、 市 内 の 総 合 相 談 お よ び 権 利 擁 護 相 談 の 件 数 が 増 加

し て お り 、そ の 内 容 も よ り 複 雑 化 し て い ま す 。１ つ の 相 談 機 関 だ け で は 対 応 が 難 し

く 、多 職 種 で の 支 援 が 必 要 と な っ て い ま す 。本 人 の 権 利 擁 護 支 援 を 行 う 後 見 人 等 や

地 域 の 支 援 者 が 本 人 の 権 利 擁 護 に 関 す る 課 題 を 解 決 で き る よ う 、 多 職 種 へ 相 談 で

き る 仕 組 み を 構 築 し ま す 。  

ま た 、成 年 後 見 制 度 の 開 始 ま で の 場 面 に お い て 、本 人 中 心 の 支 援 が 行 わ れ る よ う

権 利 擁 護 支 援 チ ー ム の 形 成 支 援 を 実 施 し ま す 。  
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目標３  地域連携ネットワークの機能の強化  

 成 年 後 見 制 度 の 利 用 促 進 を 図 る 一 方 で 、 専 門 職 後 見 人 等 の 数 に 限 り が あ る こ と

か ら 、 新 た な 権 利 擁 護 の 担 い 手 の 育 成 お よ び 活 躍 支 援 を 行 い ま す 。  

 ま た 、市 １ 期 計 画 で 構 築 し た 権 利 擁 護 支 援 の 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し 、成

年 後 見 制 度 の 活 用 だ け で は 解 決 で き な い 権 利 擁 護 に 関 す る 課 題 に 対 す る 新 た な 支

援 策 を 検 討 し て い き ま す 。  
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４ 計画の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[計画の推進体制] 

司令塔・事務局・進行管理機能を担う中核機関が中心となりながら、地域連携ネットワーク

全体で計画を推進していく。 

 

 

す
べ
て
の
人
が
地
域
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
自
ら
の
意
思
で
尊
厳
の
あ
る
本
人
ら
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち 

①地域住民に対する相談窓口および

成年後見制度の周知・啓発 

②支援者へ対する周知・啓発 

③意思決定支援を活用した支援の推

進 

④心づもりを意識した権利擁護支援

の理解の促進 

 

目標 

 

基本理念 

 
[具体的な取り組み] 

 

２ 権利擁護

支援機能の充

実 

①権利擁護支援体制の構築 

②成年後見制度、高齢者・障がい者

虐待（経済的虐待など）に関する

専門的な相談 

③権利擁護支援チームの形成支援 

④市長申立ての実施 

①権利擁護の担い手の養成および活

躍支援 

②後見人等では解決できない共通課

題への支援策の検討 

③地域連携ネットワーク会議の開催 

３ 地域連携

ネットワーク

の機能の強化 

１ 成年後見

制度を含む権

利擁護支援の

周知啓発 
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５ 具体的な取り組みと目標値 

 

目

標  

具 体 的 な 取 り 組

み  
事 業  

成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

１ 

成
年
後
見
制
度
を
含
む
権
利
擁
護
支
援
の
周
知
啓
発 

① 地 域 住 民 に 対

す る 相 談 窓 口

お よ び 成 年 後

見 制 度 の 周

知 ・ 啓 発  

 

② 支 援 者 へ 対 す

る 周 知 ・ 啓 発  

 

③ 意 思 決 定 支 援

を 活 用 し た 支

援 の 推 進  

 

④ 心 づ も り を 意

識 し た 権 利 擁

護 支 援 の 理 解

の 促 進  

市 民 向 け 講 演   

会 ・ 勉 強 会  

サ ー ビ

ス 提 供

事 業 所

な ど に

お け る

成 年 後

見 制 度

の 認 知

度  

％  59 60 70 80 90 90  

支 援 者 向 け 講

演 会 ・ 勉 強 会  

意 思 決 定 支 援

の 周 知 啓 発  

成 年 後 見 制 度

に 関 す る 事 例

集 な ど の 作 成  
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目

標  
具 体 的 な 取 り 組 み  事 業  

成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

２ 

権
利
擁
護
支
援
機
能
の
充
実 

① 権 利 擁 護 支 援 体

制 の 構 築  

 

② 成 年 後 見 制 度 、

高 齢 者 ・ 障 が い 者

虐 待 （ 経 済 的 虐 待

な ど ） に 関 す る 専

門 的 な 相 談  

 

③ 権 利 擁 護 支 援

チ ー ム の 形 成 支

援  

 

④ 市 長 申 立 て の

実 施  

 

 

権 利 擁 護 支

援 体 制 の 構

築  

権 利 擁

護 の 相

談 件 数  

人  1,518 

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度  

よ り  

増 加  

権 利 擁 護 相

談 の 受 付 、

対 応  

本 人 ・ 親 族

申 立 て の 支

援  

受 任 者 調 整

会 議 の 実 施  

市 長 申 立 て

の 実 施  
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目

標  

具 体 的 な 取 り 組

み  
事 業  

成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

３ 

地
域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
機
能
の
強
化 

① 権 利 擁 護 の

担 い 手 の 養 成

お よ び 活 躍 支

援  

 

② 後 見 人 等 で

は 解 決 で き な

い 共 通 課 題 へ

の 支 援 策 の 検

討  

 

③ 地 域 連 携 ネ

ッ ト ワ ー ク 会

議 の 開 催  

市 民 後 見 人

養 成 講 座 の

開 催 と 活 躍

支 援  

成 年 後

見 制 度

の 利 用

者 数  

人  103  

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度  

よ り  

増 加  

前 年 度

よ り  

増 加  

前 年 度

よ り  

増 加  

前 年 度

よ り  

増 加  

法 人 後 見 実

施 候 補 団 体

へ の 制 度 周

知  

後 見 人 等 で

は 解 決 で き

な い 共 通 課

題 へ の 支 援

策 の 検 討  

 

地 域 連 携 ネ

ッ ト ワ ー ク

会 議 の 開 催  
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６ 計画の進行管理 

本計画の計画期間は、令和６年度から10年度までの５年間です。計画の達成状況の点検・評

価は、北上市成年後見制度利用促進審議会において実施します。 

また、広く市民や介護・障がい福祉関係者が北上市の成年後見制度に関する施策の進捗状況

を把握することができるよう、地域連携ネットワーク会議などを通じて情報提供に努めます。 

計画の終期である令和10年度には、本計画に続く新たな計画を検討するものとします。なお、

本計画の評価・見直しについては、市民のニーズ、利用意向、審議会の意見などを把握しなが

ら、目標の達成、適切な計画の修正を行います。 

 

 図３-２ 進行管理と評価プロセス 
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１ 成年後見制度を含む権利擁護支援の周知啓発  

 

【調査結果】  

 成 年 後 見 制 度 の 認 知 度 に つ い て 、事 業 所 向 け ア ン ケ ー ト に よ る と 、年 々 認 知 度 は

増 加 し て い ま す が 、約 ４ 割 の 事 業 所 は 、制 度 に つ い て 知 ら れ て い な い と 回 答 し て い

ま す 。  

 

図 ４ -１   

 

 

 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー の 認 知 度 に つ い て は 、 約 ８ 割 の 事 業 所 が 知 っ て い

る と 回 答 し た 一 方 、40歳 以 上 の 市 民 を 対 象 に 実 施 し た 令 和 ４ 年 度 北 上 市 介 護 予 防・

日 常 生 活 圏 域 ニ ー ズ 調 査 に お い て は 、 約 ８ 割 が 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー を 知

ら な い と 回 答 し て い ま す 。  

図 ４ -２                  図 ４ -３   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

58%
42%

サービス事業所内での成年後見制度の認知度（令和５年）

1.職員に知られている(123) 2.職員に知られていない(88)

11%

84%

5%

北上市権利擁護支援センター

の認知度（市民）

知っている(269) 知らない(1990) 無回答(123)

出典：令和４年度 北上市介護予防・日常生活圏域ニーズ調査

12%

70%

18%

北上市権利擁護支援センター

の認知度（事業所）

1.知っている、相談あり(26)

2.知っている、相談なし(148)

3.知らない(37)
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 意 思 決 定 支 援 に つ い て 、 ア ン ケ ー ト で は 55％ の 事 業 所 が 意 思 決 定 支 援 に つ い て

「 知 っ て い る 」と 回 答 し て お り 、そ の 中 で 60％ の 事 業 所 が 実 際 に 実 践 し て い ま す 。

実 践 し て い な い 事 業 所 の 理 由 に つ い て は「 必 要 だ と 思 う が 、時 間 が な く 実 践 で き な

い 」が 63％ 、「 必 要 性 を 感 じ な い 」が 22％ 、「 や り 方 が 分 か ら な い 」が 12％ と な っ て

い ま す 。  

図 ４ -４                 図 ４ － ５  

 

関 係 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ で は  

・将 来 に 対 す る 備 え に つ い て 、親 自 身 の こ と は 家 族 に 任 せ よ う と 思 っ て い る が 、そ  

の 家 族 に 負 担 が 集 中 す る こ と が 心 配 だ 。  

・成 年 後 見 制 度 を 利 用 し た 場 合 、こ れ ま で 障 が い の 子 の 金 銭 管 理 を 親 が し て い た と  

こ ろ が 、後 見 人 等 が 財 産 管 理 を 行 う こ と に な り 、生 活 が 変 わ る こ と に 対 し て 不 安  

が あ る 。  

 

な ど の 意 見 が あ り ま し た 。  

 

 

【市１期計画および調査を踏まえた課題】  

・市 １ 期 計 画 に お い て 、成 年 後 見 制 度 お よ び 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー を 周 知 し  

て き ま し た が 、 身 近 な 支 援 者 の ４ 割 が 成 年 後 見 制 度 に つ い て 知 ら な い と 回 答 し  

て い ま す 。北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー に つ い て は 、事 業 所 の ８ 割 は 知 っ て い る  

が 、 市 民 の ８ 割 は 知 ら な い と 回 答 し て い ま す 。 親 族 後 見 人 を 含 む 市 民 に 対 し て 、 

権 利 擁 護 支 援 の 相 談 窓 口 で あ る 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー を 広 く 周 知 し て い  

く 必 要 が あ り ま す 。  

 

知ってい

る(115), 

55%

知らない

(95), 45%

意思決定支援を知っていますか

知っている(115) 知らない(95)

実践して

いる(69), 

60%

していな

い(46), 

40%

意思決定支援を実践しています

か

実践している(69) していない(46)
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・ 将 来 、 判 断 能 力 が 低 下 し た 時 に 向 け て 備 え て い き た い と い う 思 い が あ る 一 方 で 、

実 際 に 課 題 が 生 じ な け れ ば 我 が 事 と し て 捉 え に く い こ と か ら 、 自 分 自 身 で 生 き

方 を 選 ん で い け る よ う 心 づ も り の 視 点 を 踏 ま え た 権 利 擁 護 支 援 に つ い て 周 知 し

て い く 必 要 が あ り ま す 。特 に 、障 が い を 持 つ 子 の 親 の 不 安 に つ い て 、子 が 成 年 後

見 制 度 を 利 用 す る こ と に 対 す る 不 安 の ほ か 、 親 自 身 の 判 断 能 力 が 低 下 し た 時 の

対 応 に つ い て 不 安 を 抱 え て い る 状 況 で あ る た め 、 子 だ け で な く 親 自 身 の 心 づ も

り を 意 識 し た 権 利 擁 護 支 援 に つ い て 周 知 を 図 る 必 要 が あ り ま す 。  

・本 人 の 生 活 の 質 を 高 め 、自 分 ら し い 生 活 の 実 現 の た め に 支 援 者 の 意 思 決 定 支 援 に  

対 す る 理 解 お よ び 意 識 を 醸 成 し て い く こ と が 必 要 で す 。  

 

【今後の具体的な取り組み】  

 本 人 を 含 め た 地 域 の 住 民 に 対 し て は 、成 年 後 見 制 度 、北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ

ー に つ い て 継 続 的 に 周 知 を 図 り ま す 。特 に 、成 年 後 見 制 度 は 内 容 が 複 雑 で あ る こ と

か ら 、理 解 を 深 め ら れ る よ う 複 数 の 周 知 機 会 を 確 保 し ま す 。身 近 な 支 援 者 に 対 し て

は 、制 度 や 相 談 先 に つ い て 支 援 者 が 理 解 す る こ と で 、必 要 に 応 じ て 様 々 な 関 係 機 関

と 繋 が る こ と が で き る よ う 成 年 後 見 制 度 及 び 北 上 市 権 利 擁 護 支 援 セ ン タ ー に つ い

て 周 知 し ま す 。ま た 、本 人 中 心 の 支 援 を 行 う た め 、意 思 決 定 支 援 に つ い て 周 知 啓 発

を 行 い ま す 。  

さ ら に 、権 利 擁 護 支 援 に つ い て 、実 際 に 必 要 な 場 面 に な ら な け れ ば 課 題 意 識 を 持

つ こ と が 難 し い こ と か ら 、 心 づ も り の 視 点 を 重 視 し 、 す べ て の 人 が 自 己 選 択 の 上 、

将 来 、 判 断 能 力 が 低 下 し た 時 に 備 え ら れ る よ う 啓 発 し ま す 。  

事 業  
成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

市 民 向 け 講 演   

会 ・ 勉 強 会  サ ー ビ

ス 提 供

事 業 所

な ど に

お け る

成 年 後

見 制 度

の 認 知

度  

％  59 60 70 80 90 90  

支 援 者 向 け 講

演 会 ・ 勉 強 会  

意 思 決 定 支 援

の 周 知 啓 発  

成 年 後 見 制 度

に 関 す る 事 例

集 な ど の 作 成  
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２ 権利擁護支援機能の充実  

【調査結果】  

・ 相 談 件 数 が 増 加 し て い る ほ か 、 内 容 も 複 雑 化 し て い る 状 況 で あ り 、 １ つ の 相 談  

機 関 だ け で 課 題 解 決 す る こ と が 困 難 に な っ て い る こ と か ら 、 司 法 を 含 め た 多 職  

種 が 集 ま る 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で 、 権 利 擁 護 支 援 を 行 っ て い く 必 要 が あ  

り ま す 。  

 

専 門 職 団 体 向 け ア ン ケ ー ト で は  

・ 後 見 業 務 で 必 要 に 応 じ て 、 ネ ッ ト ワ ー ク 作 り を 取 り 持 っ て ほ し い 。  

・（ 中 核 機 関 へ の 要 望 と し て ） 専 門 職 後 見 人 や 市 民 後 見 人 、 親 族 後 見 人 な ど の フ ォ  

ロ ー 体 制 、市 と の 連 携 、死 後 事 務 な ど 後 見 人 一 人 で は 難 し い こ と へ の 対 応 、手 段  

な ど を 充 実 さ せ て ほ し い 。  

 

な ど の 意 見 が あ り ま し た 。  

 

障 が い 者 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ で は 、  

・ 裁 判 所 へ の 手 続 き が 煩 雑 で 何 度 も 足 を 運 ぶ 必 要 が あ っ た 。  

・ 高 次 脳 機 能 障 害 な ど の 中 途 障 が い の 場 合 、 判 断 能 力 が 改 善 し た 場 合 の 類 型 の 変  

更 が 大 変 だ っ た 。  

 

な ど の 意 見 が あ り ま し た 。  

 

【市１期計画および調査を踏まえた課題】  

・後 見 人 を 含 む 支 援 者 が 連 携 し な が ら 、そ れ ぞ れ が 専 門 性 を 発 揮 す る こ と で 、複 雑

化 す る 権 利 擁 護 に 関 す る 課 題（ 虐 待 や 類 型 変 更 な ど ）を 解 決 し て い く こ と に つ な

が る こ と か ら 、後 見 人 を 含 め た 権 利 擁 護 支 援 チ ー ム を 形 成 す る こ と 、権 利 擁 護 支

援 チ ー ム を バ ッ ク ア ッ プ す る 仕 組 み を 構 築 し て い く こ と が 必 要 で す 。  

 

 

【今後の具体的な取り組み】  

複 雑 化 す る 権 利 擁 護 の 課 題（ 虐 待 や 支 援 の 調 整 、後 見 人 等 の 交 代 、類 型・権 限 の

検 討 な ど ）に 対 し て 、多 職 種 が 関 わ り な が ら ネ ッ ト ワ ー ク の 中 で さ ま ざ ま な 権 利 擁

護 支 援 に つ い て 相 談・検 討 で き る よ う 、専 門 職 か ら の 助 言 を 受 け ら れ る 仕 組 み（ 権

利 擁 護 支 援 体 制 ）を 構 築 し ま す 。そ の 中 で 、必 要 に 応 じ て 本 人 に 適 し た 後 見 人 等 候

補 者 を 検 討 し 、 裁 判 所 へ 推 薦 す る だ け で は な く 、 後 見 人 等 か ら の 相 談 を 受 け 付 け 、

バ ッ ク ア ッ プ し ま す 。  
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後 見 人 等 が 選 任 さ れ た 際 、 ス ム ー ズ に 本 人 へ 対 す る 権 利 擁 護 支 援 が 実 施 さ れ る

よ う 、本 人 を 中 心 と し た 権 利 擁 護 支 援 チ ー ム の 形 成 支 援 を 実 施 し 、必 要 に 応 じ て 類

型 の 変 更 な ど の 検 討 を 行 い ま す 。  

成 年 後 見 制 度 の 活 用 が 必 要 で あ り な が ら 、 申 立 者 が い な い 場 合 に 適 切 に 市 長 申

立 て を 実 施 し ま す 。  

 

 

  

事 業  
成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

権 利 擁 護 支

援 体 制 の 構

築  

権 利 擁

護 の 相

談 件 数  

人  1,518 
前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

権 利 擁 護 相

談 の 受 付 、

対 応  

本 人 ・ 親 族

申 立 て の 支

援  

受 任 者 調 整

会 議 の 実 施  

市 長 申 立 て

の 実 施  
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３ 地域連携ネットワークの機能の強化  

【調査結果】  

 専 門 職 後 見 人 等 と し て 受 任 し て い る 専 門 職 団 体 へ の ア ン ケ ー ト 調 査 に よ る と 、

ア ン ケ ー ト 回 答 時 点 で 、 在 宅 で 成 年 後 見 制 度 に お け る 後 見 類 型 の 人 の 受 任 可 能 数

は 20件 で し た 。成 年 後 見 制 度 の 利 用 者 の 割 合 が 県 平 均 の 割 合 ま で 上 昇 し た 場 合 、新

た に 約 60名 の 増 加 が 見 込 ま れ る た め 、担 い 手 の 育 成 お よ び 確 保 は 喫 緊 の 課 題 で す 。 

 市 内 の 社 会 福 祉 法 人 を 対 象 に し た ア ン ケ ー ト 調 査 で は 、 約 ７ 割 が 法 人 後 見 を 実

施 す る こ と に つ い て 関 心 が あ る と 回 答 し て い ま す 。ま た 、法 人 後 見 を 実 施 す る 場 合

の 課 題 に つ い て 、マ ン パ ワ ー や 専 門 的 な 人 材 の 不 足 、財 源 確 保 、障 害 特 性 な ど へ の

対 応 な ど が 挙 げ ら れ ま し た 。  

市 民 後 見 人 養 成 講 座 に 関 す る ア ン ケ ー ト に お い て 、 市 民 後 見 人 に 対 す る 興 味 の

項 目 で は 約 ４ 割 が 「 興 味 が あ る 」、 養 成 講 座 へ の 参 加 意 向 に つ い て は 約 ３ 割 が 「 参

加 し た い 」 と 回 答 し て い ま す 。  

 

専 門 職 団 体 の ア ン ケ ー ト に お け る 要 望 、 自 由 記 述 で は  

・促 進 だ け さ れ て も 受 任 で き る 方 が 限 ら れ て い る 。受 け 皿 も 増 や さ な け れ ば な ら な  

い と 感 じ る 。法 人 後 見 の 充 実 、市 民 後 見 人 の 養 成 を す る こ と が 先 の よ う な 気 が す  

る 。  

・ 北 上 市 だ け で な く 、 近 隣 の 市 町 村 か ら も 専 門 職 後 見 人 依 頼 が 増 え て き て い る 。  

社 会 福 祉 士 会 と し て も 受 任 で き る 方 が 増 え る よ う ２ 年 に １ 回 ぱ あ と な あ の 名 簿  

登 録 研 修 を 行 っ て い る 。 し か し 、 通 常 の 業 務 と 並 行 し て 受 任 し て い る 方 が 多 い  

た め 、 件 数 も 限 ら れ る の が 現 状 。  

・後 見 人 を 必 要 と さ れ て い る 本 人 や 地 域 住 民 、身 近 な 支 援 者 が 相 談 で き る 環 境 整 備  

が 今 以 上 に 進 め ら れ る こ と 。 後 見 人 候 補 者 の 確 保 ・ 育 成 の 促 進 。  

・地 域 の 権 利 擁 護 に 関 わ る 専 門 職 や 福 祉 医 療 関 係 者 、Ｎ Ｐ Ｏ な ど が そ れ ぞ れ の 持 つ  

知 識 や 困 り 感 に つ い て 気 軽 に 話 し 合 い 、 共 有 で き る 場 づ く り 。  

 

な ど の 意 見 が あ り ま し た 。  

 

 

【市１期計画と調査を踏まえた課題】  

・ 成 年 後 見 制 度 の 利 用 を 促 進 し て い く に あ た り 、 担 い 手 で あ る 専 門 職 後 見 人 に は  

受 任 で き る 数 が 限 ら れ て い る こ と か ら 、 地 域 で 生 活 し 同 じ 視 点 で 支 援 が で き る  

地 域 の 担 い 手 の 養 成 お よ び 活 躍 の 支 援 が 必 要 で す 。  

・身 寄 り が な い 人 の 支 援 な ど 、生 じ て い る 地 域 課 題 に つ い て 、後 見 人 等 に 求 め ら れ  

る 役 割 だ け で は 解 決 で き な い 権 利 擁 護 の 課 題 が 生 じ て い る こ と か ら 、 支 援 策 の  
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検 討 が 必 要 で す 。  

 

【今後の具体的な取り組み】  

 市 民 後 見 人 養 成 講 座 を 令 和 ７ 年 度 か ら 実 施 し 、 市 民 後 見 人 の 養 成 お よ び 活 躍 支

援 を 行 い ま す 。ま た 、権 利 擁 護 の 視 点 に つ い て 啓 発 し ま す 。併 せ て 、市 内 の 社 会 福

祉 法 人 に 対 し て 、法 人 後 見 に 関 す る 勉 強 会 な ど を 開 催 し 、法 人 後 見 の 実 施 に 向 け た

働 き か け を 行 い ま す 。  

 地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し 、 成 年 後 見 制 度 で は 解 決 で き な い 共 通 課 題 に つ

い て 支 援 策 を 検 討 し て い き ま す 。  

 

事 業  
成 果 指

標  

単

位  

実 績  

(Ｒ ４ )  

目 標 値  

R６  R７  R８  R９  R10 

市 民 後 見 人

養 成 講 座 の

開 催 と 活 躍

支 援  

成 年 後

見 制 度

の 利 用

者 数  

人  103  
前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

前 年 度 よ り

増 加  

法 人 後 見 実

施 候 補 団 体

へ の 制 度 周

知  

後 見 人 等 で

は 解 決 で き

な い 共 通 課

題 へ の 支 援

策 の 検 討  

地 域 連 携 ネ

ッ ト ワ ー ク

会 議 の 開 催  
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意思決定支援って何？  

 こ ん な こ と が あ り ま し た 。  

統 合 失 調 症 が あ り 、 施 設 入 所 し て い た A

さ ん 。 足 を 骨 折 し た こ と か ら 、 リ ハ ビ リ も

兼 ね て 、 施 設 で 行 う 体 操 教 室 に 熱 心 に 参 加

し て い ま し た 。  

あ る 時 、 入 所 者 を 対 象 に 、 施 設 外 に 出 か

け る レ ク リ エ ー シ ョ ン が 催 さ れ る こ と に な

り 、 新 人 の 職 員 は 骨 折 で し ば ら く 外 に 出 ら

れ な か っ た Aさ ん に 、 外 出 の 機 会 を 作 っ て あ げ よ う と レ ク リ エ ー シ ョ ン へ の 参 加

を 促 し ま し た 。 し か し 、 レ ク リ エ ー シ ョ ン の 日 程 を 確 認 し て も 、 Aさ ん は 黙 り 込

ん で し ま う ば か り 。「 き っ と 意 味 が 分 か ら な い ん だ 」 と 考 え 、 新 人 の 職 員 は そ れ 以

上 Aさ ん に 聞 く こ と を や め て し ま い ま し た 。  

も し 、 あ な た が Aさ ん と 同 じ よ う に 、「 ど う せ 分 か ら な い か ら 」、「 後 で こ ん な は

ず じ ゃ な か っ た と 言 わ れ る の が 嫌 だ か ら 」 と い っ て 、 何 も し て も ら え な い と し た

ら 、 ど う 思 う で し ょ う か ？  

出 典 ：「 成 年 後 見 は や わ か り 」 https://guardianship.mhlw.go.jp  

 

だれもが人生を歩む上で、たくさんの選択をしていると思います。それは判断能

力が低下したとしても同様です。  

 

意思決定支援とは・・・  

「 ど ん な 人 に も 意 思 が あ り 、 意 思 を 決 定 す る 能 力 が あ る 」 と い う 考 え の も と 、

本 人 が 望 む 生 活 を 送 る こ と が で き る よ う に す る た め 、 意 思 決 定 を 支 援 す る こ と を

い い ま す 。  

意 思 決 定 全 体 の プ ロ セ ス は 、「 支 援 付 き 意 思 決 定 」 と 「 代 理 代 行 決 定 」 に 分 け ら

れ ま す 。 関 わ る 支 援 者 は 、 本 人 に 意 思 が あ り 決 め る 力 が あ る と い う 前 提 に 立 ち 、

そ の 意 思 を 表 明 で き る よ う あ ら ゆ る 支 援 を 行 い ま す 。 そ れ で も 表 明 で き な い 場 合

に 、 最 終 手 段 と し て 代 理 代 行 決 定 を 行 い ま す 。  

 意 思 決 定 支 援 に つ い て は 、 国 か ら 様 々 な 場 面 に 応 じ て ガ イ ド ラ イ ン が 示 さ れ て

お り 、 こ れ ら の ガ イ ド ラ イ ン に 共 通 し て 本 人 が 意 思 決 定 の 中 心 に 位 置 づ け ら れ て

い ま す 。 意 思 決 定 の 場 面 は 、 日 常 的 な も の か ら 、 重 大 な 決 定 を 伴 う も の ま で 幅 広

く あ る こ と か ら 、 意 思 決 定 支 援 の 視 点 を 持 ち つ つ 、 支 援 を 行 う こ と が 大 切 で す 。  
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１ 用語集 

 用 語  解 説  

か  

権 利 擁 護 支 援 チ ー ム  

協 力 し て 日 常 的 に 本 人 を 見 守 り 、本 人 の 意 思 や 状

況 を 継 続 的 に 把 握 し 、 必 要 な 対 応 を 行 う 仕 組 み 、

支 援 者 間 の 協 力 体 制 。  

後 見 人 等  

成 年 後 見 制 度 に は ３ 種 類 の 類 型 が あ り 、類 型 を ま

と め て 本 計 画 で は 「 後 見 人 等 」 と 記 載 し て い る 。

（ 成 年 後 見 制 度 の 類 型 ： 後 見 、 保 佐 、 補 助 ）  

高 次 脳 機 能 障 害  

脳 の 損 傷 に 起 因 す る 認 知 障 害 全 般 を 指 す 。 例 え

ば 、脳 損 傷 に よ る 失 語 、失 行 、失 認 の ほ か 記 憶 障

害 、 注 意 障 害 、 遂 行 機 能 障 害 な ど が あ る 。  

さ  

市 長 申 立 て  

配 偶 者 も し く は 二 親 等 内 の 親 族 が お ら ず 、親 族 が

い て も 音 信 不 通 な ど に よ り 成 年 後 見 制 度 の 審 判

の 請 求 を 受 け る 見 込 み が な い 人 で 、判 断 能 力 が 不

十 分 で あ り 、か つ 、市 が 保 護 の た め に 支 援 を 行 う

こ と が 特 に 必 要 で あ る と 認 め た 人 を 、市 が 申 立 人

と な っ て 審 判 請 求 を す る こ と 。  

市 民 後 見 人  

市 町 村 が 行 う 後 見 人 養 成 講 座 を 受 講 し 、市 町 村 に

名 簿 登 録 さ れ た 者 の う ち 、家 庭 裁 判 所 か ら 市 民 後

見 人 と し て 選 任 さ れ た 人 。  

受 任 者 調 整  
申 立 前 の 段 階 か ら 本 人 の 状 況 や ケ ー ス 内 容 に 応

じ て 適 切 な 後 見 人 等 の 候 補 者 を 調 整 す る こ と 。  

精 神 障 が い 者  

統 合 失 調 症 、精 神 作 用 物 質 に よ る 急 性 中 毒 ま た は

そ の 依 存 症 、知 的 障 が い 、精 神 病 質 そ の 他 の 精 神

疾 患 を 有 す る 人 。  

成 年 後 見 制 度  

認 知 症 、知 的 障 が い 、精 神 障 が い な ど に よ っ て 判

断 能 力 が 不 十 分 な 方 に つ い て 、財 産 管 理 や 福 祉 サ

ー ビ ス の 利 用 の 契 約 締 結 な ど を 行 い 、本 人 の 権 利

を 守 る 援 助 者 (後 見 人 等 )を 選 ぶ こ と で 、本 人 を 支

援 す る 制 度 。  

た  地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク  

従 来 の 保 健・医 療・福 祉 の 連 携（ 医 療・福 祉 に つ

な が る 仕 組 み ）だ け で な く 、新 た に 、司 法 も 含 め

た 連 携 の 仕 組 み（ 権 利 擁 護 支 援 の 地 域 連 携 ネ ッ ト

ワ ー ク ）。  
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 用 語  解 説  

た  

知 的 障 が い 者  

知 的 機 能 の 障 が い が 発 達 期 （ お お む ね 18歳 ま で ）

に 現 れ 、日 常 生 活 に 支 障 が 生 じ て い る た め 何 ら か

の 特 別 な 援 助 を 必 要 と す る 状 態 に あ る 人 。  

 

中 核 機 関  

地 域 連 携 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 築 し て い く た め に さ

ま ざ ま な ケ ー ス に 対 応 で き る 法 律・福 祉 な ど の 専

門 知 識 が あ り 、地 域 の 専 門 職 な ど か ら 円 滑 に 協 力

を 得 る こ と が で き る 司 令 塔・事 務 局・進 行 管 理 機

能 を 担 う 機 関 (中 核 機 関 )。  

な  

日 常 生 活 自 立 支 援 事 業  
社 会 福 祉 協 議 会 が 実 施 し て い る 金 銭 管 理 事 業 (全

く 判 断 能 力 が 無 い 人 は 利 用 で き な い )。  

任 意 後 見 制 度  

本 人 の 判 断 能 力 が 十 分 な う ち に 、将 来 、判 断

能 力 が 不 十 分 な 状 態 に な っ た 場 合 に 備 え て

お く 制 度 。あ ら か じ め 自 分 で 選 ん だ 代 理 人 (任

意 後 見 人 受 任 者 )と 公 証 役 場 で 任 意 後 見 契 約

を 結 び 、 判 断 能 力 が 不 十 分 に な っ た 場 合 に 、

本 人・配 偶 者・４ 親 等 内 の 親 族 、任 意 後 見 受

任 者 が 家 庭 裁 判 所 に 申 立 て る こ と で 効 力 が

発 生 す る 。  

認 知 症  

さ ま ざ ま な 原 因 で 脳 の 細 胞 が 死 ん で し ま い 、

脳 の 司 令 塔 の 動 き に 不 都 合 が 生 じ 、障 が い が

起 こ る こ と で 、生 活 す る 上 で の 支 障 が 発 生 し

て い る 状 態 が 、お お よ そ ６ か 月 以 上 継 続 し て

い る こ と を 指 す 。認 知 症 を 引 き 起 こ す 主 な 病

気 に は 、ア ル ツ ハ イ マ ー 病 、レ ビ ー 小 体 型 認

知 症 、前 頭 側 頭 型 認 知 症 、脳 血 管 性 認 知 症 な

ど が あ る 。  

は  発 達 障 が い  

自 閉 症 、ア ス ペ ル ガ ー 症 候 群 そ の 他 の 広 汎 性

発 達 障 が い 、学 習 障 が い 、注 意 欠 陥 多 動 性 障

が い そ の 他 こ れ に 類 す る 脳 機 能 の 障 が い で

あ っ て 、そ の 症 状 が 通 常 低 年 齢 に お い て 発 現

す る も の 。  
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２ 北上市成年後見制度利用促進審議会条例  

 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 28年 法 律 第 29号 ） 第 14条

第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 成 年 後 見 制 度 の 利 用 の 促 進 に 関 す る 基 本 的 な 事 項 を 調

査 審 議 す る た め 、 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会 （ 以 下 「 審 議 会 」 と い

う 。 ） を 置 く 。  

（ 所 掌 事 項 ）  

第 ２ 条  審 議 会 の 所 掌 事 項 は 次 の と お り と す る 。  

(１ ) 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 の た め の 基 本 的 な 施 策 に 関 す る こ と 。  

(２ ) 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 の 策 定 に 関 す る こ と 。  

(３ ) そ の 他 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 に 関 す る こ と 。  

（ 組 織 ）  

第 ３ 条  審 議 会 は 、 委 員 15人 以 内 を も っ て 組 織 し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 者 の う ち か

ら 市 長 が 委 嘱 す る 。  

(１ ) 学 識 経 験 者  

(２ ) 知 識 経 験 者  

(３ ) 関 係 行 政 機 関 の 職 員  

(４ ) そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 者  

（ 任 期 ）  

第 ４ 条  委 員 の 任 期 は 、 ３ 年 と し 、 再 任 を 妨 げ な い 。 た だ し 、 欠 員 が 生 じ た 場 合

に お け る 補 欠 の 委 員 の 任 期 は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

（ 会 長 ）  

第 ５ 条  審 議 会 に 会 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 と す る 。  

２  会 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

３  会 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 会 長 が 欠 け た と き は 、 あ ら か じ め 会 長 の 指 定 す る

委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ６ 条  審 議 会 は 、 市 長 が 招 集 す る 。  

２  審 議 会 は 、 委 員 の 半 数 以 上 が 出 席 し な け れ ば 会 議 を 開 く こ と が で き な い 。  

３  審 議 会 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す
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る と こ ろ に よ る 。  

４  審 議 会 は 、 会 議 の 運 営 上 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 委 員 以 外 の 者 の 出 席 を

求 め 、 説 明 若 し く は 意 見 を 聴 き 、 又 は 必 要 な 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き

る 。  

（ 庶 務 ）  

第 ７ 条  審 議 会 の 庶 務 は 、 福 祉 部 に お い て 処 理 す る 。  

（ 補 則 ）  

第 ８ 条  こ の 条 例 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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３ 北上市成年後見制度利用促進審議会委員名簿  

 

任 期  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 ～ 令 和 ８ 年 ３ 月 31日  

 

区 分  所 属  職 名  氏 名  

１ 学 識 経 験 者  岩 手 弁 護 士 会  弁 護 士  日 髙
ひ だ か

 拓 郎
たくろう

 

２ 学 識 経 験 者  岩 手 県 司 法 書 士 会  

(公 社 )成 年 後 見 セ ン タ

ー ・ リ ー ガ ル サ ポ ー ト

岩 手 支 部  司 法 書 士  

石 川
いしかわ

 誠 司
せ い じ

 

３ 学 識 経 験 者  岩 手 県 行 政 書 士 会  行 政 書 士  津 嶋
つ し ま

 勇 士
た け ひ と

 

４ 学 識 経 験 者  
岩 手 県 社 会 福 祉 士 会  

中 部 ブ ロ ッ ク  
社 会 福 祉 士  田 鎖

たぐさり

 健
けん

 

５ 学 識 経 験 者  
岩 手 県 社 会 保 険 労 務 士 会   

社 労 士 成 年 後 見 セ ン タ ー 岩 手  

社 労 士 成 年 後 見  

セ ン タ ー 岩 手 セ ン タ ー 長  
小 原
お ば ら

 敏
とし

弥
や

 

６ 知 識 経 験 者  社 会 医 療 法 人  花 北 病 院  医 師  川 村
かわむら

 浩 子
ひ ろ こ

 

７ 知 識 経 験 者  
社 会 福 祉 法 人   

北 上 市 社 会 福 祉 協 議 会  
専 門 員  及 川

お い か わ

 健 二
け ん じ

 

８ 知 識 経 験 者  北 上 市 自 立 支 援 協 議 会  
社 会 福 祉 法 人 方 光 会  

 北 萩 寮  施 設 長  
宇 夫 方
う ぶ か た

 稔
みのる

 

９ 知 識 経 験 者  地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー  認 定 社 会 福 祉 士  竹 花
たけはな

 由 香
ゆ か

 

10知 識 経 験 者  

岩 手 県 介 護 支 援 専 門 員 協 会  

北 上 地 区 ケ ア マ ネ ジ ャ ー  

連 絡 協 議 会  

介 護 支 援 専 門 員  北 條
ほうじょう

 雅
ま さ

弥
や

 

11知 識 経 験 者  北 上 市 手 を つ な ぐ 育 成 会  副 会 長  榊 原
さかきばら

 千 代 子
ち よ こ

 

12関 係 行 政 機 関  岩 手 県  
花 巻 保 健 福 祉 環 境  

セ ン タ ー 所 長  
佐 々 木

さ さ き

 吉
よ し

信
の ぶ

 

13関 係 行 政 機 関  北 上 市  福 祉 部 長  及 川
お い か わ

 佳 則
よ し の り
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４ 第２期北上市成年後見制度利用促進基本計画策定委員会要領  

 

(設 置 ) 

第 １  第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 （ 以 下 「 基 本 計 画 」 と い う 。）

を 策 定 す る に あ た り 、 素 案 を 検 討 す る た め 、 第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促

進 基 本 計 画 策 定 委 員 会 (以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ) を 置 く 。  

(所 掌 事 項 )  

第 ２  委 員 会 の 所 掌 事 項 は 、 基 本 計 画 素 案 の 検 討 に 関 す る こ と と す る 。  

(組 織 ) 

第 ３  委 員 会 は 委 員 長 、 副 委 員 長 お よ び 委 員 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 長 は 福 祉 部 長 を 、 副 委 員 長 は 福 祉 部 長 寿 介 護 課 長 を も っ て 充 て る 。  

３  委 員 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 職 に あ る 者 を も っ て 充 て る 。  

  

(1) 福 祉 部 地 域 福 祉 課 長  

(2) 福 祉 部 障 が い 福 祉 課 長  

(3) 企 画 部 政 策 企 画 課 長  

(4) 生 活 環 境 部 市 民 課 長  

(委 員 長 及 び 副 委 員 長 ) 

第 ４  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 会 議 の 議 長 と な る 。  

２  副 委 員 長 は 、 委 員 長 を 補 佐 す る と と も に 委 員 長 に 事 故 あ る と き 、 又 は 委 員 長

が 欠 け た と き は 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

(委 員 会 ) 

第 ５  委 員 会 は 、 委 員 長 が 招 集 す る 。  

第 ６  委 員 会 の 庶 務 は 、 福 祉 部 長 寿 介 護 課 に お い て 処 理 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は 、 令 和 ５ 年 ５ 月 31日 か ら 施 行 し 、 基 本 計 画 策 定 終 了 後 に 、 そ の 効 力

を 失 う 。  

 

１  委 員 長  福 祉 部 長  

２  副 委 員 長  福 祉 部 長 寿 介 護 課 長  

３  委 員  福 祉 部 地 域 福 祉 課 長  

４  委 員  福 祉 部 障 が い 福 祉 課 長  

５  委 員  企 画 部 政 策 企 画 課 長  

６  委 員  生 活 環 境 部 市 民 課 長  
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５ 第２期北上市成年後見制度利用促進基本計画策定経過  

 

開 催 年 月 日  内 容  

令 和 ５ 年 ５ 月 29日  庁 議 （ 計 画 の 策 定 方 針 ）  

令 和 ５ 年 ７ 月 ５ 日  第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画

策 定 委 員 会 (１ 回 目 ) 

 第 ２ 期 計 画 の 策 定 方 針 に つ い て  

令 和 ５ 年 ７ 月 10日  第 １ 回 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会  

 第 ２ 期 計 画 の 策 定 方 針 に つ い て  

令 和 ５ 年 ８ 月 １ 日 ～ 9月 13日  計 画 に 関 す る ア ン ケ ー ト 、 ヒ ア リ ン グ 調 査  

令 和 ５ 年 ９ 月  障 が い 者 団 体 へ の ヒ ア リ ン グ 調 査 の 実 施  

令 和 ５ 年 11月 １ 日  第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画

策 定 委 員 会 (２ 回 目 ) 

・ 第 ２ 期 計 画 案 に つ い て  

令 和 ５ 年 11月 28日  第 ２ 回 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会  

・ 第 ２ 期 計 画 案 に つ い て  

令 和 ５ 年 12月 20日  第 ２ 期 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画

策 定 委 員 会 (３ 回 目 ) 

・ 第 ２ 期 計 画 の 策 定 に つ い て  

令 和 ６ 年 １ 月 29日 ～ ２ 月 16日  パ ブ リ ッ ク コ メ ン ト  

令 和 ６ 年 ３ 月 13日  第 ３ 回 北 上 市 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 審 議 会  

・ 第 ２ 期 計 画 の 策 定 に つ い て  

令 和 ６ 年 ３ 月 25日  庁 議 （ 計 画 の 策 定 ）  
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権利擁護支援チームでの支援とはどんな仕組みですか？  

 

権 利 擁 護 支 援 チ ー ム と は 「 協 力 し て 日 常 的 に 本 人 を 見 守 り 、 本 人 の 意 思 や 状 況

を 継 続 的 に 把 握 し 、 必 要 な 対 応 を 行 う 仕 組 み 」 を 言 い ま す 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

権 利 擁 護 支 援 が 必 要 な 人 に つ い て 、 本 人 の 状 況 に 応 じ 、 後 見 等 開 始 前 に お い て

は 本 人 に 身 近 な 親 族 や 福 祉 ・ 医 療 ・ 地 域 の 関 係 者 (後 見 等 開 始 後 は こ れ に 後 見 人 が

加 わ っ て )、 協 力 し て 日 常 的 に 本 人 を 見 守 り 、 本 人 の 意 思 や 状 況 を 継 続 的 に 把 握

し 、 必 要 な 対 応 を 行 う 仕 組 み で す 。  

 

(出 典 ： 厚 生 労 働 省  市 町 村 成 年 後 見 制 度 利 用 促 進 基 本 計 画 策 定 の 手 引 き ) 

 

権 利 擁 護 支 援 チ ー ム の メ ン バ ー は 本 人 に 関 わ っ て い る 方 (支 援 し て い る 方 )に よ

っ て 変 わ り ま す し 、支 援 の 状 況 に よ っ て も 変 化 し て い く も の で す 。個 別 の 課 題 に 応

じ て 構 成 さ れ る 集 ま り な の で 、 固 定 的 な 決 ま っ た メ ン バ ー で 構 成 さ れ る も の で は

あ り ま せ ん 。  
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